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市第 132 号議案 

   東部方面斎場（仮称）新築工事（火葬炉築造工事）請負 

契約の変更 

 東部方面斎場（仮称）新築工事（火葬炉築造工事）請負契約の一

部を変更する契約を次のように締結する。 

   令和８年２月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

 東部方面斎場（仮称）新築工事（火葬炉築造工事）請負契約（令

和３年12月21日議決・令和６年９月12日一部変更専決）第４項中「

1,204,500,000 円」を「 1,511,973,320 円」に改める。 

 

   提 案 理 由 

 東部方面斎場（仮称）新築工事（火葬炉築造工事）請負契約につ

いて契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約

に関する条例第２条の規定により提案する。 
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 参  考  

               令 和 ３ 年 12 月 21 日 原 案 可 決 

令 和 ６ 年 ９ 月 12 日 一 部 変 更 専 決 

市 第 96 号 議 案 

   東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 火 葬 炉 築 造 工 事 ） 請 負 

契 約 の 締 結 

東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 火 葬 炉 築 造 工 事 ） の 請 負 に つ い

て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う

に 契 約 を 締 結 す る 。 

   令 和 ３ 年 12 月 ７ 日 提 出 

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春 

１  工 事 名  東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 火 葬 炉 築 造

工 事 ） 

２  工 事 概 要  (1)  火 葬 炉 本 体 工 事 

  火 葬 炉            16 基 

(2)  電 気 ・ 計 装 そ の 他 設 備 工 事     一 式 

３  工 事 場 所  鶴 見 区 大 黒 町 18 番 地 の 18  

４  契 約 金 額    1,204,500,000 円 

５  完 成 期 限  令 和 ８ 年 12 月 25 日 

６  契 約 の 相 手 方  富 山 県 富 山 市 奥 田 新 町 12 番 ３ 号 

          株 式 会 社 宮 本 工 業 所 

           代 表 取 締 役 
                 宮  本  芳  樹 
           社    長 
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